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❖
お
松
大
権
現
'
義
理
大
権
現
*
古
文
書
よ
り
の
考
察 

 

お
松
大
権
現
の
伝
承
は
+
昭
和
初
期
の
春
子
大
夫
一
座
に
よ
る
芝
居
で
の
興
行
が
+
県
下
各
地
で
喝
采
を
拍
し
+

お
松
の
実
名
で
の
公
演
に
よ
る
そ
の
影
響
も
あ
り
+
お
松
大
権
現
+
猫
神
さ
ん
+
加
茂
後
家
は
ん
と
呼
称
も
さ
ま

ざ
ま
で
あ
^
た
`
こ
れ
ま
で
は
義
理
大
権
現
と
し
て
祭
祀
さ
れ
て
い
た
が
+
こ
の
時
期
よ
り
j
お
松
大
権
現
k
に

改
号
し
て
い
る
` 

現
在
の
お
松
権
現
社
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
s
御
由
緒
w
は
+
夫
惣
兵
衛
の
天
和
元
年
j1681

k
十
二
月
二
十

七
日
の
死
去
よ
り
+
お
松
終
命
の
貞
享
三
年
j1686

k
三
月
十
六
日
ま
で
の
四
年
３
�
月
余
り
の
生
涯
で
あ
る
` 

こ
の
生
涯
を
口
伝
と
共
に
代
々
の
庄
屋
に
よ
^
て
伝
え
ら
れ
+
義
理
権
現
と
し
て
祭
祀
し
て
き
た
経
緯
が
残
さ
れ

て
い
る
` 

そ
の
最
も
古
い
義
理
権
現
の
記
実
は
+
九
代
庄
屋
阿
瀬
川
新
五
郎
重
家
に
よ
り
+
安
永
二
年
j1773

k
に
先
祖

代
々
の
法
名
を
書
き
写
し
た
一
枚
の
紙
片
に
あ
る

j̀
歴
代
法
名
書
写
参
照
k 

お
松
の
法
名
の
下
に
小
さ
く
儀
理
権
現
と
記
さ
れ
て
い
る
` 

お
松
終
命
よ
り
８
７
年
後
の
少
な
く
と
も
こ
の
時
よ
り
+
す
で
に
祭
祀
さ
れ
て
い
た
と
い
う
確
証
で
あ
る
` 

ま
た
+
現
在
の
本
殿
に
は
+
奉
造
立
義
理
大
権
現
神
威
自
在
祈
所
+
享
和
元
年
酉
天
j1801

k
阿
瀬
川
j 

k

施
主
+
天
保
十
年
j1839

k
一
宿
寺
鑁ば

ん

海か
い

+
嘉
永
六
年
j1853

k
十
一
代
宇
一
良
+
元
治
二
年
j1865

k
當
村

弥
三
郎
+
慶
応
元
年(1865)

阿
舎
利
j 

k
十
二
代
盛
吉
+
明
治
十
六
年
に
も
奉
再
建
義
理
大
権
現
一
宇
威
光
自

在
祈
所
の
木
製
の
御
札
が
収
め
ら
れ
確
認
さ
れ
て
い
る
` 

後
世
に
残
る
多
く
の
史
料
は
+
そ
の
時
代
の
権
力
に
迎
合
し
た
も
の
が
多
い
中
で
+
こ
の
祭
祀
の
事
実
は
身
分

制
度
と
の
相
対
す
る
背
勢
の
中
で
の
事
実
で
あ
る
` 

こ
の
時
代
の
身
分
制
度
は
+
お
上
に
対
し
て
の
絶
対
的
服
従
が
そ
の
根
幹
で
あ
り
+
常
態
的
に
認
識
さ
せ
+
洗

脳
し
+
こ
れ
を
強
い
た
も
の
で
あ
る
` 

キ
リ
ス
ト
の
+
人
は
皆
+
神
の
下
で
は
平
等
0
と
説
く
+
そ
の
教
え
は
当
時
の
身
分
制
度
を
否
定
し
た
も
の
で

あ
り
+
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
令
j1613

k
が
布
か
れ
+
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
悲
劇
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
` 

ま
た
+
阿
波
国
那
賀
郡
の
丹
生
谷
騒
動
j1819

―
1821

k
で
も
+
そ
の
中
心
的
人
物
は
極
刑
に
処
せ
ら
れ
+
墓

碑
を
設
け
る
こ
と
も
+
筆
紙
に
書
き
残
す
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
か
^
た
`
お
上
に
楯
突
く
事
は
+
絶
対
的
服
従
を

知
ら
し
め
ん
が
た
め
の
j
見
せ
し
め
k
で
あ
り
+
こ
れ
に
は
厳
し
く
容
赦
な
く
強
権
圧
制
の
下
+
弾
圧
さ
れ
て
い

る
` 厳

し
い
身
分
制
度
の
し
か
も
女
性
軽
視
の
こ
の
時
代
に
+
庶
民
で
あ
る
一
女
性
を
神
格
化
し
+
儀
理
権
現
と
し

て
祭
祀
し
て
い
る
`
こ
の
時
代
の
神
君
家
康
公
が
東
照
大
権
現
で
あ
り
+
同
等
の
崇
号
で
あ
る
`
身
分
制
度
を
無

視
し
た
こ
の
事
が
+
お
上
に
発
覚
す
れ
ば
お
咎
め
は
必
定
で
あ
る
` 

庄
屋
と
て
お
上
よ
り
任
じ
ら
れ
た
役
職
で
あ
り
+
人
は
誰
し
も
己
の
保
身
を
計
る
も
の
で
あ
る
`
儀
理
大
権
現
の

祭
祀
や
+
口
伝
j
お
上
の
裁
き
を
不
服
と
し
て
の
抗
議
k
に
は
+
お
上
を
憚
り
な
が
ら
も
人
と
し
て
の
相
譲
れ
な

い
義
の
一
分

い
ち
ぶ
ん

で
あ
り
+
そ
れ
相
応
の
覚
悟
が
あ
^
て
の
事
で
あ
ろ
う
` 

身
分
制
度
に
背
い
て
の
こ
の
祭
祀
と
い
う
由
々
し
き
事
実
は
+
そ
の
伝
承
に
も
信
憑
性
を
色
濃
く
も
た
ら
し
+

そ
の
真
相
が
解
き
明
か
さ
れ
る
か
に
思
え
て
く
る
` 

長
い
年
月
を
経
て
の
伝
承
に
は
+
脚
色
は
否
め
な
い
ま
で
も
+
そ
れ
に
は
根
拠
が
あ
り
+
真
実
が
あ
る
こ
と
を
否



定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
` 

こ
の
伝
承
と
古
文
書
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
+
代
々
の
庄
屋
の
経
緯
や
そ
の
背
景
に
も
迫
れ
れ
ば
と
思
う
` 

 

安
永
二
巳
年
j
１
７
７
３
k
歴
代
法
名
書
写 

 

九 

雪
岸
休
伯
禅
定
門 

離
楓
妙
散
の
下
に
小
さ
く
儀
理
権
現
と
記
さ
れ
て
い
る
`  



  

◆ 

那
賀
郡
加
茂
村
庄
屋 

 

初
代 

兼
衣
j
兵
衛
丞
k
丹
生
山
の
乱
の
功
に
よ
り
政
所
に 

元
和
２
年
１
２
月
２
８
日
j1682

k
死
去 

 

二
代 

吉
治
j
兵
左
衛
門
k
天
正
１
９
年
生
j1592

k 

寛
文
１
１
年
６
月
９
日
j1672

k
死
去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
頭
政
所 

三
代 

治
重
j
惣
兵
衛
k
j
新
兵
衛
k
慶
長
４
年
生
j1599

k
寛
永
８
j1631

k
勤
役 

延
宝
２
j1674

k 
 
 
 
 
 
 

４
月
３
日
死
去 

四
代 

泰
重
j
惣
兵
衛
k
寛
永
１
３
生
j1636
k
寛
文
元
j1661

k
勤
役 

天
和
元
年
１
２
月
２
７
日
j1681

k

死
去 

後
妻
仁
木
伊
賀
守
之
孫
宅
左
衛
門
之
女
j
お
松
k 

五
代 

家
重
j
傳
五
兵
衛
k
承
應
元
j1652

k
生 

天
和
２
年
勤
役 

享
保
２
０
年
j1735

k
８
月
１
５
日
死 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

去 
 

組
頭
政
所 

こ
の
時
よ
り
政
所
改
め
庄
屋
に 

 

元
禄
１
０
年
藩
主
綱
矩
公
j16979
k 

享
保
３
年
j1718

k
蜂
須
賀
修
理
太
夫
吉
武 
 
 
 
 

 

享
保
１
３
年
薬
草
奉
行 

植
村
佐
兵
衛
治 

本
陣
御
宿 

六
代 

頼
重
j
傳
五
兵
衛
k
延
宝
２
年
生
j1674

k
享
保
１
１
年
２
月
２
８
日
j1726

k
死
去 

那
東
郡
桑
野
邑
東
條
佐
渡
守
裔
紅
露
興
市
兵
衛
之
長
男 

妻
於
照
j
家
重
ノ
女
k
享
保
１
１
年
２
月
２
８
j1726
k
日
死
去 

七
代 

英
重
j
傳
五
兵
衛
k
元
禄
１
４
年
生
j1701

k
享
保
１
１
年
１
２
月
２
１
日
j1726

k
死
去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頼
重
長
男 

組
頭
庄
屋 

八
代 

真
重
j
傳
五
兵
衛
k
宝
永
元
年
生
j1704

k
宝
暦
５
年
３
月
２
５
日
j1755

k
死
去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頼
重
次
男 

大
龍
院
さ
ま
よ
り
組
頭
庄
屋 

俸
禄
２
０
石 

於
左
馬 

頼
重
ノ
女 

西
善
右
衛
門
妻 

善
太
左
衛
門
母 

西
善
太
左
衛
門 

重
家
後
見 

宝
暦
５
年
j1755

k―

明
和
３
年
j1766

k
組
頭
庄
屋
勤
役 

 
 
 

正
重 

j
西
常
之
丞
k 

頼
重
３
男 

正
徳
２
年
生
j1712

k
安
永
年
７
年
９
月
２
６
日
j1777
k

死
去 
 
 

平
嶋
左
衛
門
殿
+
樋
口
蔵
之
助
殿
奉
仕 

 

安
永
７
年
正
月
j1777

k
家
筋
次
第
書
執
筆 

九
代 

重
家 

j
阿
瀬
川
左
衛
門
k
真
重
一
子 

寛
延
３
年
生
j1750

k
宝
暦
５
年
j1755

k
勤
役 

明
和
３
年
j1766

k
後
見
御
免 

安
永
７
年
j1777

k
死
去 

 

重
英
公
の
許
し
に
て
阿
瀬
川
に
改
姓 

組
頭
庄
屋 

安
永
２
年
春
j1773

k
歴
代
法
名
書
写 

儀
理
権
現 

重
家
系
図
著
作 

 

十
代 

吉
良
次 

西
善
太
左
衛
門
二
男 

明
和
４
年
生
j1768

k 

天
保
３
年
７
月
２
５
日
j1832

k
死
去 

享
和
元
年
j1801

k
奉
造
立
義
理
大
権
現
神
威
自
在
祈
所
木
札 

十
一
代 

宇
一
郎 

寛
政
３
年
生
j1793

k 
 

元
治
元
年
j1864

k
死
去 

天
保
１
年
３
月
j1839

k
奉
再
建
儀
理
大
権
現
一
宇
威
光
自
在
祈
所
木
札 

元
治
２
年
j1865

k
奉
納
義
理
大
権
現 

当
村 

弥
三
郎
木
札 

十
二
代 

盛
吉 

天
保
２
年
生
j1831

k 
 

大
正
６
年
１
月
２
日
j1917

k
死
去 



 
▼
参
考
史
料
と
し
て
系
図
j
小
k
巻
物
参
照 

４
代
庄
屋
j
惣
兵
衛
k
泰
重
の
記
述 

 
  



泰
重 

号
西
新
五
郎
寛
永
十
三
年
生
寛
文
元
天
勤
役
付
惣
兵
衛
云
天 

和
元
十
二
月
二
十
七
日
卒
行
年
四
十
六
歳
法
名
雲
岸
道
号
休
伯
居
士 

 

▼ 

参
考
史
料
と
し
て
系
図
j
大
k
参
照 

四
代
庄
屋
j
惣
兵
衛
k
の
記
述 

 

泰
重 

西
新
五
郎 

及
襲
職
而
改
惣
兵
衛 

妻
近
藤
左
兵
衛
之
女 

後
妻
仁
木
伊
賀
守
之
孫
宅
左
衛
門
之
女 

天
和
元
年
十
二
月
二
十
八
日
死 

法
号 

雲
岸
休
伯
禅
定
門 

 

お
松
の
記
述
は 

▼
系
図
j
大
k
の
後
妻
仁
木
伊
賀
守
之
孫
宅
左
衛
門
の
女 

▼
重
家
書
写
歴
代
法
名
j
１
７
７
３
k
参
照 

▼
仏
壇
祭
祀
の
位
牌 

参
照
j
年
代
不
明
k 



 

表 

 

裏 

以
上
の
史
料
に
よ
り 

 
 

お
松
の
夫
j
惣
兵
衛
k
泰
重
が
寛
永
十
三
年
j
１
６
３
６
k
生
れ
+
寛
文
元
年
j
１
６
６
１
k
勤
役
後
惣
兵

衛
に
改
名
+
天
和
元
年
j
１
６
８
１
k
十
二
月
二
十
八
日
死
去
し
て
い
る
`
お
松
j
仁
木
伊
賀
守
之
孫
宅
左
衛
門

之
女
k
は
+
夫
の
死
去
に
よ
り
+
こ
の
日
よ
り
そ
の
運
命
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
` 

お
松
に
は
子
が
無
く
+
家
督
を
継
ぐ
べ
き
相
続
権
が
な
か
^
た
訳
で
+
こ
の
加
茂
の
政
所
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き

な
い
` 

葬
儀
を
済
ま
せ
れ
ば
早
々
に
こ
の
政
所
を
明
け
渡
し
+
郷
里
の
大
野
村
に
帰
る
の
が
当
時
の
定
め
で
あ
^
た
` 

蜂
須
賀
至
鎮
公
が
元
和
四
年
j
１
６
１
８
k
に
制
定
の
藩
法
j
御
壁
書
き
二
十
三
カ
条
k
の
一
節
に
は 

 

+
夫
あ
い
果
て
候
女
の
儀
+
男
子
こ
れ
あ
り
て
親
の
あ
と
を
継
ぐ
に
居
り
か
が
り
た
る
べ
し
+
倅
こ
れ
な
き
女
は

そ
の
身
の
覚
悟
に
任
せ
郷
里
へ
ま
か
り
帰
る
べ
く
+
そ
の
節
女
子
は
母
に
あ
い
付
く
べ
し
`
た
だ
し
右
の
在
所
に

て
縁
に
付
け
置
く
娘
の
儀
は
残
し
お
く
べ
き
事
0 

阿
南
市
史
近
世
よ
り
抜
粋 

 
 

 お
松
は
郷
里
に
帰
れ
ば
平
穏
な
日
々
が
送
れ
た
で
あ
ろ
う
`
だ
が
+
夫
の
死
後
+
そ
の
事
情
を
知
る
妻
の
お
松

で
な
け
れ
ば
対
処
で
き
な
い
未
解
決
の
一
件
が
あ
り
+
こ
の
政
所
に
踏
み
と
ど
ま
り
+
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
強
い
意
志
が
+
悲
劇
へ
と
歩
む
こ
と
に
な
る
` 

 そ
の
い
き
さ
つ
が
安
永
七
年
に
書
か
れ
た
j
家
筋
次
第
書
き
k
に
伺
わ
れ
る
` 

こ
れ
に
は
初
代
兵
衛
丞
が
政
所
に
任
命
さ
れ
た
い
き
さ
つ
か
ら
+
九
代
庄
屋
重
家
阿
瀬
川
左
衛
門
ま
で
の
履
歴
と

経
緯
で
あ
る
` 

末
尾
に
は
樋
口
蔵
之
助
様
下
代
西
勝
衛
門
様
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
+
お
上
に
披
見
願
う
べ
く
書
か
れ
た
も

の
で
+
そ
の
写
し
が
残
^
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
`
安
永
七
年
春 

之
丞 

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
六
代
庄
屋
頼
重
の
三
男
常
之
丞
の
執
筆
で
あ
る
` 



▼ 

家
筋
次
第
書
j
安
永
七
年
k
に
は 

そ
の
四
代
政
所(

庄
屋)

惣
兵
衛
の
記
実
に
は
+
昭
和
二
十
九
年
に
加
茂
谷
村
誌
編
纂
の
折
+
佐
々
心
山
先
生
の

解
読
さ
れ
た
も
の
を
用
い
ま
し
た 
 
 
 
 
 
 

左
写
真
は
j
家
筋
次
第
書
原
本
k
参
照 

 

解
読
文 

庄
屋
新
兵
衛
嫡
子
惣
兵
衛
儀
水
井
村
庄
屋
娘
妻
ニ
仕
居
リ
候
処
j 
 
 

k
疑
深
き
女
に
て
召
使
下
女
不
指
置
無

拠
処
理
縁
仕
り
大
野
村
よ
り
後
妻
入
り
候
処
未
子
出
生
無
之
候
内
惣
兵
衛
病
死
仕
り
候
付
水
井
村
先
妻
方
よ
り

後
妻
j 
 

k
女
と
申
書
入
ニ
罷
成
候
処
j 
 

k
先
妻
方
理
運
仰
付
然
所
家
督
相
続
仕
者
無
庄
屋
内
室
共
御
屋

敷
様
へ
被
召
上
候 

 

こ
の
文
言
に
は
先
妻
方
と
は
水
井
村
政
所
j
庄
屋
k
の
こ
と
で
あ
り
+
後
妻
と
は
お
松
の
こ
と
` 

加
茂
村
は
樋
口
蔵
之
助
さ
ま
の
知
行
地
で
+
御
屋
敷
さ
ま
と
呼
ば
れ
て
い
た
` 

惣
兵
衛
は
水
井
村
の
政
所
娘
を
妻
に
迎
え
て
い
た
が
+
嫉
妬
心
強
く
拠
所
な
く
離
縁
し
+
大
野
村
よ
り
後
妻
j
お

松
k
を
迎
え
る
が
+
未
だ
子
の
出
生
無
き
ま
ま
惣
兵
衛
病
死
す
る
`
伝
承
で
は
+
お
松
に
は
子
が
無
か
^
た
為
に

猫
を
可
愛
が
^
て
い
た
`
こ
の
猫
が
後
々
怪
猫
と
し
て
語
ら
れ
る
て
い
る
由
縁
で
あ
る
` 

加
茂
村
と
水
井
村
は
同
じ
組
村
で
あ
り
+
組
村
は
八
カ
村
で
構
成
さ
れ
+
支
配
組
織
の
横
へ
の
繋
が
り
で
+
そ
の

組
村
の
代
表
格
が
組
頭
庄
屋
で
あ
る
`
お
上
よ
り
の
j
お
達
し
k
は
覚
え
と
し
て
書
き
写
し
次
の
庄
屋
に
回
し
伝

達
す
る
`
ま
た
組
村
の
庄
屋
は
相
互
監
視
に
よ
り
+
他
村
の
不
審
な
動
向
や
違
法
性
は
お
上
へ
の
通
告
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
た
`
文
書
の
j
罷
る
k
と
は
退
く
+
離
れ
る
の
意
`
お
松
と
政
所
に
仕
え
る
下
女
の
退
出
を
意
味
し
+ 

水
井
村
政
所
も
+
お
松
の
夫
の
死
後
も
郷
里
に
帰
ら
ず
+
加
茂
の
政
所
在
居
を
怪
訝
に
思
い
+
藩
法
s
御
壁
書
き

二
十
三
カ
条
w
の
違
法
性
を
示
唆
し
た
訴
え
で
あ
ろ
う
` 

お
松
が
こ
の
政
所
に
踏
み
と
ど
ま
る
決
意
に
は
+
伝
承
に
言
う
+
夫
惣
兵
衛
よ
り
の
金
子
借
用
に
起
因
し
て
の
未

解
決
の
一
件
が
残
さ
れ
て
い
る
`
こ
の
一
件
で
は
+
そ
の
事
情
を
知
る
当
事
者
で
な
く
て
は
争
え
な
い
`
お
松
は



夫
の
命
を
受
け
て
の
兼
ね
て
か
ら
の
決
意
で
あ
^
た
で
あ
ろ
う
` 

 

惣
兵
衛
の
死
後
+
お
上
j
樋
口
内
蔵
助
k
は
後
任
の
庄
屋
に
家
臣
の
西
傳
五
兵
衛
家
重
を
任
命
し
て
い
る
` 

家
筋
次
第
書
に
は
水
井
村
政
所
の
書
面
で
の
訴
え
を
然
る
と
こ
ろ
と
認
め
て
の
こ
と
で
あ
り
+
相
続
権
の
な
い
お

松
と
そ
の
家
督
は
召
し
上
げ
ら
れ
+
後
任
の
庄
屋
に
任
じ
ら
れ
た
傳
五
兵
衛
家
重
に
預
け
ら
れ
た
と
の
解
釈
が
で

き
る
`
お
松
は
こ
の
時
よ
り
加
茂
の
政
所
の
在
居
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
` 

 

◆ 

五
代
j
庄
屋
k
傳
五
兵
衛
家
重
の
史
料
と
し
て 

 

▼
系
図
j
小
k
参
照 

 

家
重 号

西
傳
五
兵
衛
承
応
元
年
生
ル
實
西
志
摩
右
衛
門
兼
冬
長
子
組
頭
政
所
役
被
仰
付
享
保
二
十
卯
八
月
十
五
日
卒

法
名
義
門
号
良
遊
居
士
行
年
八
十
四
歳
斉
望
堂
号 

 

▼ 

系
図
j
大
k
に
は 

 

家
重 

 

西
傳
五
兵
衛 

實
西
嶋
右
衛
門
之
長
子
而
継
家 

妻
服
部
因
幡
守
之
孫
服
部
助
之
丞
之
女
有
湯
浅
治
郎
兵
衛
者
住
于
吉
井
邑
里
正
而
総
裁
邑
之
事
有
故
而
j 

k
乃



撰
人
于
八
邑
里
正
政
所
此
時
甞
称
改
称
庄
屋
之
中
以
傳
五
兵
衛
代
之
後
致
仕
而
号
斎
望
軒 

享
保
二
十
年
八
月
十
五
日
死 

法
号
義
門
良
遊
禅
定
門 

－ 女 

照 

西
傳
五
兵
衛
頼
重
之
妻 

 

▼
家
筋
次
第
書
に
は 

濟
里
代
幼
少
よ
り
御
屋
敷
御
奉
公
仕
成
人
之
上
御
そ
ば
役
相
勤
居
り
候
加
茂
村
庄
屋
役
義
相
勤
り
人
柄
無
御
座

候
に 
 

被
遣
御
屋
敷
よ
り
當
村
庄
屋
ニ
御
居
被
遊
家
督
相
続
仕
り
御
用
無
相
過
相
勤
候
事 

 

以
上
の
史
料
か
ら
傳
五
兵
衛
家
重
は
承
応
元
年
j
１
６
５
２
k
生
れ
+
幼
少
よ
り
樋
口
家
に
奉
公
し
+
成
人
し

て
よ
り
お
側
役
を
勤
め
て
い
た
`
妻
は
服
部
因
幡
守
の
孫
助
之
丞
の
女
+
娘
照
が
い
る
` 

加
茂
村
庄
屋
惣
兵
衛
j
天
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
k
の
死
去
に
よ
り
+
急
遽
+
天
和
二
年
正
月
に
は
庄
屋
就
任

が
命
じ
ら
れ
+
そ
の
家
督
を
継
い
で
い
る
` 

こ
の
時
よ
り
お
松
は
加
茂
村
の
庄
屋
傳
兵
衛
夫
婦
と
生
活
を
共
に
し
+
そ
の
命
日
と
な
る
貞
享
三
年
三
月
十
六
日

ま
で
の
四
年
三
Î
月
余
り
の
生
涯
を
お
く
る
こ
と
と
な
る
`
現
在
の
お
松
権
現
社
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
s
御
由
緒
w

が
こ
の
四
年
三
Î
月
に
あ
た
る
` 

言
わ
ば
+
こ
の
傳
五
兵
衛
夫
婦
こ
そ
が
+
お
松
の
悲
劇
の
真
相
を
知
る
生
き
証
人
で
あ
り
+
今
日
の
伝
承
は
彼
の

口
伝
が
原
点
で
あ
り
+
後
々
こ
れ
を
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
` 

 

お
松
が
こ
の
加
茂
に
留
ま
る
決
意
に
は
+
夫
の
命
に
よ
り
そ
の
真
実
を
訴
え
ん
が
為
で
あ
る
`
こ
の
争
い
で
お
松

の
訴
え
が
も
し
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
+
お
松
に
は
相
続
権
は
無
く
+
手
に
す
る
も
の
は
何
も
無
い
`
伝
承
に
言

う
担
保
の
五
反
地
の
利
権
は
+
後
任
の
庄
屋
傳
兵
衛
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
`
た
だ
夫
の
無
念
を
晴
ら
さ

ん
が
為
の
一
念
か
ら
で
あ
ろ
う
` 

お
松
は
真
実
を
訴
え
+
そ
の
命
を
も
犠
牲
に
し
て
Ú
義
Û
を
貫
い
て
い
る
` 

お
松
の
そ
の
気
概
に
は
+
自
己
を
律
し
た
崇
高
な
精
神
を
擁
し
+
武
士
道
に
も
通
じ
る
素
養
が
そ
の
行
動
の
理
念

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
`
傳
五
兵
衛
は
+
こ
の
事
件
の
大
き
な
衝
撃
と
同
時
に
そ
の
感
銘
は
魂
に
も
刻
み
込
ま
れ
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
+
こ
の
こ
と
を
口
伝
に
よ
^
て
後
世
に
伝
え
+
こ
の
こ
と
を
矜
持
し
+
義
理
大
権
現
と
し
て

祭
祀
し
て
い
る
` 

傳
五
兵
衛
は
組
頭
政
所
を
勤
め
+
そ
の
後
+
こ
の
史
料
に
は
こ
れ
ま
で
の
政
所
は
庄
屋
に
改
称
さ
れ
た
と
の
記
述

が
あ
る
` 

ま
た
+
元
禄
十
年
に
は
藩
主
綱
矩
公
+
享
保
三
年
に
は
蜂
須
賀
修
理
太
夫
吉
武
+
享
保
十
三
年
に
は
薬
草
奉
行
の

植
村
佐
兵
衛
治
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
陣
御
宿
の
大
任
を
仰
せ
つ
か
^
て
い
る
` 

こ
の
傳
五
兵
衛
家
重
は
+
お
松
の
事
件
の
真
相
を
知
る
生
き
証
人
で
あ
り
+
権
現
祭
祀
や
口
伝
に
も
大
き
な
関

わ
り
を
持
つ
興
味
深
い
人
物
で
あ
り
+
お
松
の
死
後
も
+
約
五
十
年
後
と
い
う
長
き
に
亘
り
+
享
保
二
十
年
j
１

７
３
５
k
八
月
十
五
日
に
八
十
四
歳
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
 ̀

そ
の
三
十
七
年
後
に
は
+
祭
祀
の
確
証
で
あ
る

義
理
権
現
の
記
実(

安
永
二
年
歴
代
法
名
書
写)

が
確
認
さ
れ
て
い
る
`
法
名
書
写
と
は
元
本
が
あ
^
て
の
こ
と
で

あ
り
+
お
松
終
命
と
同
時
に
儀
理
大
権
現
と
し
て
祭
祀
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
` 

 



 
お
松
の
法
名
は
離
楓
妙
散
+j
位
牌
+
重
家
の
歴
代
法
名
参
照
k 

法
名
に
は
+
故
人
の
人
生
そ
の
も
の
が
+
そ
の
生
き
ざ
ま
が
凝
縮
さ
れ
+
た
^
た
四
文
字
の
中
に
籠
め
ら
れ
て
い

る
と
言
う
`
離
楓
妙
散
と
は
+
紅
葉
し
た
楓
が
妙
に
散
り
ゆ
く
み
や
び
な
情
景
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
秋
の
風
情
で
あ

る
`
だ
が
+
お
松
の
命
日
は
旧
暦
三
月
十
六
日
で
秋
で
は
な
く
春
`
現
在
の
新
暦
で
は
四
月
半
ば
に
あ
た
る
`
ま

だ
生
命
に
満
ち
た
新
緑
の
萌
え
立
つ
時
節
`
若
葉
の
楓
が
妙
に
散
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
`
こ
の
不
自
然
こ
そ

が
異
変
で
あ
り
+
伝
承
さ
れ
る
お
松
の
処
刑
を
暗
に
示
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
` 

仏
教
で
は
故
人
の
地
位
や
階
級
に
応
じ
て
の
法
名
が
付
け
ら
れ
+
藩
主
+
大
名
に
は
院
殿
大
居
士
が
+
そ
の
下

に
は
院
や
居
士
+
大
姉
+
信
士
+
信
女
な
ど
身
分
制
度
に
応
じ
た
形
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
` 

権
現
と
言
う
崇
号
は
ま
た
別
格
で
あ
る
`
仏
教
で
は
庶
民
に
善
行
を
勧
め
+
そ
の
行
い
を
積
む
こ
と
に
よ
り
極

楽
浄
土
に
導
か
れ
る
と
説
く
`
道
徳
的
+
人
道
的
見
地
は
仏
教
の
本
義
で
あ
る
`
お
松
の
崇
号
に
は
儀
と
義
の
二

ツ
の
文
字
が
使
わ
れ
+
儀
の
語
彙
に
は
+
j
宜
し
+
則
る
+
象
る
+
模
範
k
+
義
に
は
j
宜
し
+
正
し
+
k
理
に
は

j
こ
と
わ
り
+
道
義
+
道
理
+k 

義
理
と
は
人
と
し
て
な
す
べ
き
道
 ̀

ま
た
儀
理
と
は
道
義
に
則
る
こ
と
`
権
現
と
は
御
仏
が
衆
生
を
済
度
j
救

う
k
す
る
為
に
化
身
し
た
神
の
こ
と

j̀
本
地
垂
迹
説
k̀ 

 

加
茂
村
の
一
宿
寺
は
太
龍
寺
再
興
の
勅
命
を
う
け
+
長
範
大
僧
正
一
行
が
一
宿
し
た
と
言
わ
れ
る
古
刹
で
あ
る
`

j
加
茂
谷
村
誌
+
一
説
に
は
享
保
年
間
説
も
k 

五
明
に
通
ず
る
住
職
は
お
松
に
儀
理
大
権
現
の
崇
号
を
授
け
て

い
る
` 

尚
+
当
社
本
殿
に
祭
祀
さ
れ
て
い
る
札
に
は 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



本
願
一
宿
寺
鑁
海 

 

奉
再
建
儀
理
大
権
現
一
宇
威
光
自
在
祈
所 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
願
主 

施
主 

阿
瀬
川
卯
一
良 

 

裏
面
に
は
天
保
十
己
亥
歳
三
月
吉
良
日
j
１
８
３
９
k
と
あ
り
+
一
宿
寺
鑁
海
と
の
記
載
は
八
代
住
職
が
お
松
の

命
日
の
法
要
に
携
^
て
い
る
` 

 

た
だ
+
那
賀
郡
相
生
村
妙
法
寺
住
職
遠
藤
信
雄
氏
の
昭
和
三
年
の
調
査
資
料
に
は
+
一
宿
寺
歴
代
先
師
に
は 

初
代
が
阿
舎
利
良
興
享
保
丙
馬
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日 

年
三
十
九 

當
寺
墓
有
之 

と
あ
り
+ 

享
保
年
間
説
j
１
７
１
６
Q
１
７
３
６
k
で
は
お
松
の
命
日
j
１
６
８
６
k
に
付
け
ら
れ
た
法
名
+
崇
号
は
一

宿
寺
と
の
関
わ
り
は
創
立
以
前
で
あ
り
疑
問
が
残
る
が
+
太
龍
寺
傘
下
に
は
七
寺
院
が
あ
り
+
ま
た
+
加
茂
村
は

八
幡
神
社
と
の
別
当
で
あ
り
+
い
ず
れ
か
の
寺
院
が
関
わ
^
た
の
で
あ
ろ
う
` 

s
儀
理
大
権
現
w
の
記
載
の
御
札
に
は
+
安
永
二
年
の
法
名
書
写
+
位
牌
+
天
保
十
年
+
慶
応
元
年
+ 

明
治
二
十
一
年
V
大
正
十
二
年 

s
義
理
大
権
現
w
の
記
載
の
御
札
に
は
享
和
元
年
+
嘉
永
六
年
+
慶
応
元
年
+
明
治
十
六
年
+
明
治
三
十
五
年
が

あ
る
` 

左
写
真
は
享
和
元
年
j
１
８
０
１
k
義
理
大
権
現 

 

 

 

☰ 

お
松
の
事
件
の
真
相
を
知
る
五
代(

庄
屋) 

家
重
j
１
６
５
２
Q
１
７
３
５
k
か
ら
歴
代
法
名
書
写
し
た
九

代 

重
家
j1750

Q1777

k
ま
で
の
経
緯
を
追
^
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
` 

 

現
在
の
定
年
に
あ
た
る
隠
居
は
+
当
時
五
十
歳
が
通
例
で
あ
る
`
五
代
庄
屋
家
重
は
承
応
元
年
生
j
１
６
５
２
k

で
隠
居
は
元
禄
十
四
年
j
１
７
０
２
k
と
思
わ
れ
る
` 

◆
六
代
j
庄
屋
k
に
頼
重
は
那
東
郡
桑
野
邑
東
條
佐
渡
守
裔
紅
露
興
市
兵
衛
の
長
男 

延
宝
二
年
生
j
１
６
７
４
k+

妻
は
於
照
j
家
重
一
女
k 

１
７
０
２
年
が
家
重
隠
居
と
推
定
さ
れ
+
頼
重
は
二
十
八
歳
で
庄
屋
就
任
+
こ
の
時
傳
五
兵
衛
に
改
名
` 

頼
重
の
五
十
歳
の
隠
居
が
１
７
２
３
年
に
な
る
`
頼
重
夫
妻
に
は
+
英
重
+
真
重
+
於
左
馬
+
正
重
の
４
人
の
子

が
い
る
`
尚
+
正
重
は
j
家
筋
次
第
書
k
を
執
筆 

◆
七
代
j
庄
屋
k
に
英
重
j
頼
重
長
男
k
は
元
禄
十
四
年(

１
７
０
１)

生
ま
れ
+
頼
重
隠
居
が
１
７
２
３
年
は
二

十
二
歳
の
庄
屋
就
任
で
傳
五
兵
衛
に
改
名
`
享
保
十
一
年
j
１
７
２
６
k
十
二
月
二
十
一
日
に
死
去
`
庄
屋
の
就

任
は
僅
か
三
年
で
あ
る
`
こ
の
年
享
和
十
一
年
は
+
二
月
二
十
七
日
に
頼
重
妻
於
照
が
+
翌
日
二
月
二
十
八
日
に



は
頼
重
が
相
次
ぎ
死
去
し
て
い
る
`
こ
の
年
五
代
家
重
七
十
五
歳
に
な
る
` 

◆
八
代
j
庄
屋
k
に
真
重
j
頼
重
二
男
k
宝
永
元
年
生
j
１
７
０
４
k 

英
重
の
死
後
+
享
保
十
二
年
j
１
７
２

７
k
に
就
任
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
`
傳
五
兵
衛
に
改
名
+
宝
暦
五
年
j
１
７
５
５
k
五
十
一
歳
で
死
去
` 

こ
の
八
代
真
重
三
十
一
歳
の
年
+
お
松
の
事
件
の
真
相
を
知
る
五
代(

家
重)

が
八
十
四
歳
に
て
死
去
し
て
い
る
` 

五
代
j
家
重
k
よ
り
八
代
j
真
重
k
ま
で
の
四
人
は
庄
屋
勤
役
後
い
ず
れ
も
傳
五
兵
衛
を
襲
名
し
て
い
る
こ
と
か

ら
五
代
家
重
の
薫
陶
は
大
き
く
+
お
松
の
事
件
も
聞
か
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
` 

◆ 

九
代
j
庄
屋
k
重
家
j 

真
重
嫡
男
k 

系
図
に
は
寛
永
三
年
j
１
６
２
６
k
生
れ
と
記
実
さ
れ
て
い
る
が

年
代
が
合
わ
な
い
`
寛
延
三
年
j
１
７
５
０
k
生
ま
れ
の
誤
り
で
あ
ろ
う
`
次
第
書
に
は
傳
五
兵
衛
病
死
す

る
に
付
き
+
大
重
院
様
の
計
ら
い
に
よ
り
俸
禄
は
こ
れ
ま
で
通
り
二
十
石
+
宝
暦
五
年
j
１
７
５
５
k
僅
か

六
歳
の
勤
役
は
こ
の
史
料
に
も
適
合
し
て
い
る
`
後
見
に
西
善
太
左
衛
門
が
+
明
和
三
年
j
１
７
６
６
k
ま

で
の
十
一
年
間
を
組
頭
庄
屋
の
職
務
を
執
り
行
^
て
い
る
`
明
和
三
年
j
１
７
６
６
k
六
月
二
十
五
日
後
見

御
免
と
な
り
+
重
家
十
六
歳
は
元
服
を
迎
え
て
の
年
で
あ
る
`
重
英
公
に
よ
り
西
姓
よ
り
阿
瀬
川
に
改
姓
が

許
さ
れ
V
左
衛
門
と
改
号
`
組
頭
庄
屋 

安
永
二
年
j
１
７
７
３
k
二
十
三
歳
の
春 

歴
代
法
名
書
写 

j
儀
理
権
現
の
記
実
あ
り
+
お
松
死
後
８
７
年
後
k

ま
た
+
重
家
は
系
図
も
作
成 

▼
s
阿
波
誌
w
に
は 

加
茂
疊 

藤
原
兼
継
此
ノ
処
ニ
據
ル
櫧
山
城
ト
称
ス 

藤
原
兼
重 

湯
浅
権
頭
ト
称
ス 

其
ノ
先
ハ
紀
伊
阿
瀬
川
ノ
人 

其
裔
兼
休
加
茂
ニ
居
ル
阿
瀬
川
左
エ
門
ト

称
ス 

阿
瀬
川
ハ
源
右
太
将
頼
朝
割
ク
所 

熊
野
雨
宮
ヲ
造
ル
料
ト
為
ス 

瑞
雲
公
及
源
持
常
ノ
書
ヲ
蔵

ス
・
・
・
・ 

 

▼ 

六
代
頼
重
と
そ
の
妻
於
照
に
は
４
人
の
子
が
あ
り
`
系
図(

小)

参
照
+
娘
於
左
馬
は
西
善
右
衛
門
の
妻
+
そ

の
子
は
九
代
重
家
の
後
見
の
善
太
左
衛
門
で
+
重
家
と
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
` 

そ
の
善
太
左
衛
門
の
子
孫
で
あ
る
西
基
次
氏
よ
り
+
昭
和
三
十
四
年
三
月
に
家
宝
の
j
虎
の
巻
k
が
奉
納
さ
れ
て

い
る
`
桐
の
小
箱
に
収
め
ら
れ
+
縦
２
０
セ
ン
チ
の
和
紙
４
メ
�
ト
ル
` 

天
罰
の
巻
V
地
罰
の
巻
+
身
堅
の
巻
に
別
れ
+
印
の
結
び
方
V
呪
文
+
祭
壇
の
作
り
方
な
ど
の
記
述
が
あ
り
末
尾

に
は
+ 

 

阿
陽
那
賀
郡
橘
浦
法
印
利
見
上
人 

天
保
十
五
年
j
１
８
４
４
k
十
一
月
吉
日 

西
善
太
左
衛
門
信
房
+
西
賢
太
郎
信
近 
 

 
 

善
太
左
衛
門
は
組
頭
庄
屋
と
し
て
の
任
務
の
中
+
神
仏
の
加
護
を
求
め
+
雨
乞
い
や
五
穀
豊
穣
を
+
ま
た
お
松
の

供
養
に
も
用
い
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
` 

     



写
真
は
j
虎
の
巻
k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

系
図
j
小
k 

 

  

◆ 

十
代
庄
屋 

吉
良
次
j
１
７
６
８
Q
１
８
３
２
k
善
太
左
衛
門
二
男 

妻 

j
重
家
一
女
k
式 

代
に
は 

 
 
 
 
 
 

享
和
元
年
j
１
８
０
１
k
奉
義
理
大
権
現
の
札 

◆
十
一
代
庄
屋 

宇
一
郎
j
１
７
９
５
Q
１
８
６
４
k
代
に
は 

天
保
十
年
j
１
８
３
９
k+
元
冶
２
年
j
１
８
６
５
k
奉
義
理
大
権
現
の
札 

◆
十
二
代
庄
屋 

盛
吉
j
１
８
３
１
Q
１
９
１
７
k
代
に
は
+
最
後
の
庄
屋
と
な
り
+
明
治
を
迎
え
る
` 

 

厳
し
い
身
分
制
度
中
で
+
お
上
を
憚
り
な
が
ら
も
秘
か
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
の
伝
承
が
+
公
然
と
語
ら

れ
世
に
出
た
の
は
+
言
論
に
も
自
由
が
も
た
ら
さ
れ
た
明
治
以
後
で
あ
る
` 

昭
和
初
期
に
は
春
子
太
夫
一
座
の
芝
居
で
の
興
行
が
あ
り
+
そ
の
後
+
昭
和
十
六
年
+
新
興
キ
ネ
マ
に
よ
る
映
画

化
の
企
画
が
あ
^
た
が
+
太
平
洋
戦
争
の
激
化
に
と
も
な
い
実
現
す
る
に
は
至
ら
な
か
^
た
` 

昭
和
五
十
三
年 

宮
田
雅
之
画
伯
の
切
り
絵
に
よ
る
お
松
大
権
現
御
由
緒
十
点
が
奉
納
` 

昭
和
六
十
三
年 

宗
教
法
人
に
認
可 

 

▼
伝
説
五
反
地 

庄
屋
惣
兵
衛
が
金
子
借
用
の
為
+
担
保
に
書
き
入
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
五
反
地
は
+
転
売
さ
れ
る
そ
の
た
び
事

に
+
怪
事
が
生
じ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
` 

い
つ
の
頃
か
太
龍
寺
が
所
有
し
+
そ
の
小
作
人
は
連
名
で
昭
和
五
年
十
二
月
お
百
度
石
を
奉
納
し
て
い
る
` 

お
松
へ
の
畏
敬
の
念
か
ら
で
あ
る
` 

そ
の
後
+
農
地
は
寺
社
で
の
所
有
が
禁
じ
ら
れ
+
農
地
改
革
後
も
所
有
す
る
者
無
く
+
農
林
省
が
所
有
す
る
と
い



う
時
代
も
あ
^
た
`
平
成
の
圃
場
整
備
が
進
め
ら
れ
+
現
在
は
お
松
権
現
社
が
三
反
余
り
を
+
残
り
二
反
は
氏
子

ら
が
所
有
し
て
い
る
` 

昭
和
三
十
七
年
に
拝
殿
建
立
ま
で
は
+
西
か
ら
東
に
向
か
う
参
道
に
背
を
向
け
て
お
松
の
社
は
建
て
ら
れ
て
い

た
`
五
反
地
や
刑
場
の
加
茂
磧
を
見
る
に
忍
び
な
い
か
ら
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
` 

 奉
納
歌
に 

 

邑
は
み
な
深
き
恨
み
の
五
反
地
の
貞
享
の
あ
は
れ
今
も
知
り
い
し 

示
拙
庵
主
人 

 

▼
猫
之
塚 

お
松
さ
ん
が
寵
愛
し
て
い
た
猫
は
+
庄
屋
屋
敷
の
西
北
隅
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
+
近
辺
に
住
宅
が
建
て
ら
れ
+

環
境
に
も
不
浄
を
き
た
し
+
昭
和
二
十
六
年
+
現
在
の
お
松
権
現
社
境
内
に
遷
宮
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
` 

   

      


